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(57)【要約】
【課題】可撓性（フレキシビリティ）を保ちながらも、
有機ＥＬ層及び有機ＥＬパネル等の、積層体に接続する
下部構造に対する衝撃緩和効果の向上を図ること。
【解決手段】視認される側に位置するウィンドウフィル
ムと、偏光板と、タッチセンサー層とを、有するフレキ
シブル積層体であって、更に、該タッチセンサー層に積
層された、厚さが１０～１００μｍであるガラス板を有
する、フレキシブル積層体。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視認される側に位置するウィンドウフィルムと、偏光板と、タッチセンサー層とを、有
するフレキシブル積層体であって、
　更に、該タッチセンサー層に積層された、厚さが１０～１００μｍであるガラス板を有
する、フレキシブル積層体。
【請求項２】
　視認される側に位置するウィンドウフィルムと、タッチセンサー層と、偏光板とを、こ
の順に有する、請求項１に記載のフレキシブル積層体。
【請求項３】
　視認される側に位置するウィンドウフィルムと、偏光板と、タッチセンサー層とを、こ
の順に有する、請求項１に記載のフレキシブル積層体。
【請求項４】
　有機ＥＬ表示装置用である、請求項１～３のいずれか一項に記載のフレキシブル積層体
。
【請求項５】
　有機ＥＬ層と、該有機ＥＬ層の視認される側に積層された請求項１～４のいずれか一項
に記載のフレキシブル積層体とを有する、有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　視認される側に位置するウィンドウフィルムを内側にして、屈曲半径３ｍｍにて１８０
°屈曲させては伸ばす操作を１０万回繰り返し行った場合に、ガラス板に割れ又は破断が
生じない耐屈曲性を有する、請求項５に記載の有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フレキシブル積層体に関し、特に優れた耐衝撃性を有するフレキシブル積層
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬを表示素子として用いる有機ＥＬディスプレイが急速に普及しつつある
。有機ＥＬディスプレイの中でも、タッチパネル一体型の有機ＥＬディスプレイは、表示
装置の表面をタッチすることで操作される。操作の種類によって、表面は摩擦されるだけ
でなく、叩かれる場合がある。
【０００３】
　有機ＥＬディスプレイは一般に薄い。それゆえ、上記操作を行う場合、ディスプレイは
破損するおそれがあり、かかる表示装置は、可撓性（フレキシビリティ）を保ちながらも
、表面に対する摩擦だけでなく、視認される側から垂直方向に急激に加えられる力に対し
ても耐え得るだけの性能を有することが要求されている。
【０００４】
　特許文献１には、表示パネル上に偏光板を積層した表示装置の偏光板側に、反射防止層
又は粘着剤層を介してタッチパネルを装着したタッチパネル付き表示装置であって、前記
偏光板は、偏光子と、該偏光子のタッチパネル側に積層される、膜厚３５μｍ以下のフィ
ルムとを有しており、該フィルムにおけるタッチパネル側の表面の接触角が、６０°未満
であることを特徴とするタッチパネル付き表示装置、が記載されている（請求項１）。こ
のタッチパネル付き表示装置は、偏光板が薄型の構成であり、反射防止層や粘着剤層の剥
がれを抑え、表示装置の視認性の低下を回避するものである（段落［００１７］）。
【０００５】
　特許文献２には、ポリイミド基材の一面にハードコート層を有し、他の面に透明電極層
を含む、ポリイミド系フィルム、が記載されている。このプラスチック基材は、優れた光
透過性を有し、高硬度、ＩＴＯ加工性、柔軟性を満たし、タッチスクリーンパネルに適用



(3) JP 2021-176144 A 2021.11.4

10

20

30

40

50

された際に、ウィンドウフィルム及び電極としての機能を果たすものである（要約）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開２０１４／０３８４６６号
【特許文献２】特表２０１５－５０８３４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載の積層体は、表示装置中に存する偏光板の偏光子の上下にア
クリル樹脂等の薄いフィルムを挟んだのみの構成であり、積層体の下部に位置する表示パ
ネルへの衝撃緩和効果は乏しい。
【０００８】
　また、特許文献２に記載の積層体では、比較的剛直なプラスチック基材が用いられては
いるが、これを表示装置に適用しても、積層体下部への衝撃緩和効果はなお十分ではなく
、さらに屈曲性が低下することも懸念される。
【０００９】
　本発明は、上記従来の積層体が抱える問題を解決するものであり、その目的とするとこ
ろは、可撓性（フレキシビリティ）を保ちながらも、有機ＥＬ層及び有機ＥＬパネル等の
、積層体に接続する下部構造に対する衝撃緩和効果を向上することができるフレキシブル
積層体を提供すること、にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、視認される側に位置するウィンドウフィルムと、偏光板と、タッチセンサー
層とを有するフレキシブル積層体であって、更に、該タッチセンサー層に積層された、厚
さが１０～１００μｍであるガラス板を有する、フレキシブル積層体を提供する。
【００１１】
　ある一形態においては、前記フレキシブル積層体は、視認される側に位置するウィンド
ウフィルムと、タッチセンサー層と、偏光板とを、この順に有する。
【００１２】
　ある一形態においては、前記フレキシブル積層体は、視認される側に位置するウィンド
ウフィルムと、偏光板と、タッチセンサー層とを、この順に有する。
【００１３】
　ある一形態においては、前記フレキシブル積層体は、有機ＥＬ表示装置用である。
【００１４】
　また、本発明は、有機ＥＬ層と、該有機ＥＬ層の視認される側に積層された前記いずれ
かのフレキシブル積層体とを有する、有機ＥＬ表示装置を提供する。
【００１５】
　ある一形態においては、前記有機ＥＬ表示装置は、視認される側に位置するウィンドウ
フィルムを内側にして、屈曲半径３ｍｍにて１８０°屈曲させては伸ばす操作を１０万回
繰り返し行った場合に、ガラス板に割れ又は破断が生じない耐屈曲性を有する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、可撓性（フレキシビリティ）を保ちながらも、積層体に接続する下部
構造に対する衝撃緩和効果が向上した、フレキシブル積層体が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】本発明のフレキシブル積層体の構造の一例を示す断面図である。
【図１Ｂ】本発明のフレキシブル積層体の構造の一例を示す断面図である。
【図１Ｃ】本発明のフレキシブル積層体の構造の一例を示す断面図である。



(4) JP 2021-176144 A 2021.11.4

10

20

30

40

50

【図１Ｄ】本発明のフレキシブル積層体の構造の一例を示す断面図である。
【図２】下部構造を更に有する、本発明の表示装置の構造の一例を示す断面図である（図
１Ｄのフレキシブル積層体のみ図示）。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。
【００１９】
〔フレキシブル積層体〕
　図１は、本発明のフレキシブル積層体１００の構造の一例を示す断面図である。図１の
フレキシブル積層体１００は、視認される側に位置するウィンドウフィルム１０と、偏光
板４０と、タッチセンサー層３０とを、有するフレキシブル積層体であって、更に、該タ
ッチセンサー層３０全体に積層された、厚さが１０～１００μｍであるガラス板を有する
。
【００２０】
　図１Ａに示すフレキシブル積層体１００は、視認される側に位置するウィンドウフィル
ム１０と、上部全体にガラス板２０が積層されたタッチセンサー層３０と、偏光板４０と
を、この順に有する。
【００２１】
　図１Ｂに示すフレキシブル積層体１００は、視認される側に位置するウィンドウフィル
ム１０と、下部全体にガラス板２０が積層されたタッチセンサー層３０と、偏光板４０と
を、この順に有する。
【００２２】
　図１Ｃに示すフレキシブル積層体１００は、視認される側に位置するウィンドウフィル
ム１０と、偏光板４０と、上部全体にガラス板２０が積層されたタッチセンサー層３０と
を、この順に有する。
【００２３】
　図１Ｄに示すフレキシブル積層体１００は、視認される側に位置するウィンドウフィル
ム１０と、偏光板４０と、下部全体にガラス板２０が積層されたタッチセンサー層３０と
を、この順に有する。
【００２４】
　上記視認される側に位置するウィンドウフィルム１０と、上部全体又は下部全体の少な
くとも一方にガラス板２０が積層されたタッチセンサー層３０と、偏光板４０とは、後述
する粘着剤層又は接着剤層（以下、両者をまとめて粘接着剤層ということがある。）を介
して、互いに貼合される。粘接着剤層は簡便のため図示しない。
【００２５】
　図１Ａ～図１Ｄのフレキシブル積層体１００は、図２に示す通り、粘接着剤層（非表示
）を介して、下部構造５０と更に接続する。
【００２６】
〔ウィンドウフィルム〕
　フレキシブル積層体１００のウィンドウフィルム１０は、フレキシブル積層体１００の
最上部である視認面を構成する。ウィンドウフィルムは、透光性を有する板状の層である
。ウィンドウフィルムは２層以上から構成されてもよい。ウィンドウフィルムの例として
は、樹脂製の板状体（例えば、樹脂板、樹脂シート、樹脂フィルム等）、ガラス製の板状
体（例えば、ガラス板、ガラスフィルム等）、又は樹脂製の板状体とガラス製の板状体と
の積層体等が挙げられる。
【００２７】
　ウィンドウフィルムが樹脂製の板状体を有する場合、材料としては、例えば、ポリメチ
ル（メタ）アクリレート及びポリエチル（メタ）アクリレート等のアクリル系樹脂；ポリ
エチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン及びポリスチレン等のポリオレフィン系
樹脂；トリアセチルセルロース、アセチルセルロースブチレート、プロピオニルセルロー
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ス、ブチリルセルロース及びアセチルプロピオニルセルロース等のセルロース系樹脂；エ
チレン－酢酸ビニル共重合体、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコ
ール及びポリビニルアセタール等のポリビニル系樹脂；ポリスルホン及びポリエーテルス
ルホン等のスルホン系樹脂；ポリエーテルケトン及びポリエーテルエーテルケトン等のケ
トン系樹脂；ポリエーテルイミド；ポリカーボネート系樹脂；ポリエステル系樹脂；ポリ
イミド系樹脂；ポリアミドイミド系樹脂；及びポリアミド系樹脂等が挙げられる。これら
の樹脂は、単独で又は２種以上を混合して用いることができる。中でも、強度及び透明性
向上の観点から、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポ
リアミドイミド系樹脂、又はポリアミド系樹脂を用いることが好ましい。
【００２８】
　ウィンドウフィルム１０は、上記樹脂からできたフィルムであってよく、当該フィルム
の少なくとも一方の面にハードコート層を有してもよい。ハードコート層は、フィルムの
外側の面に形成されていても、両面に形成されていてもよい。ハードコート層を設けるこ
とにより、硬度及び耐スクラッチ性を向上させた樹脂フィルムとすることができる。ハー
ドコート層は、例えば、紫外線硬化型樹脂の硬化層である。紫外線硬化型樹脂としては、
例えば、アクリル系樹脂、シリコーン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂、ア
ミド系樹脂、エポキシ系樹脂等が挙げられる。ハードコート層は、硬度を向上させるため
に、添加剤を含んでいてもよい。添加剤はウィンドウフィルムの透光性を阻害するもので
なければ、特に限定されることはなく、無機微粒子、有機微粒子、又はこれらの混合物を
使用することができる。
【００２９】
　ガラス製の板状体は、後述のガラス板２０と同様の材料から形成することができる。
【００３０】
　フレキシブル積層体１００が表示装置に用いられる場合、ウィンドウフィルムは、さら
にタッチセンサーとしての機能、ブルーライトカット機能、視野角調整機能等を有するも
のであってもよい。
【００３１】
　ウィンドウフィルムの厚さは、例えば、３～１００μｍ、好ましくは５～７０μｍ、よ
り好ましくは１０～６０μｍである。
【００３２】
〔ガラス板〕
　フレキシブル積層体１００のガラス板２０は、タッチセンサー層３０の上部全体又は下
部全体の少なくとも一方に積層されている。ここで、全体とは、屈曲部及びタッチセンサ
ー層３０のタッチ官能領域をカバーする実質的な表面全体をいう。使用されるガラス板と
しては、本発明の目的に照らし、強度及び透光性に優れる化学強化ガラスを用いることが
好ましい。化学強化ガラスを用いることで、可撓性（フレキシビリティ）を保ちながらも
、積層体の耐衝撃性を向上させることができる。
【００３３】
　ガラス板は、下部構造５０にできるだけ近い位置に積層することが好ましい。そうする
ことで、得られる表示装置の耐衝撃性が向上する。かかる観点から、図１Ａ～図１Ｄに示
した実施形態の中で、図１Ｃ及び図１Ｄのものが好ましい。
【００３４】
　ガラス板２０に好適な化学強化ガラスは、ガラスの化学的イオン交換処理により得るこ
とができる。化学的イオン交換処理により、ガラス表面のナトリウムイオンやリチウムイ
オンをイオン半径のより大きなカリウムイオンに部分的に置換することで、ガラス表面の
強度を向上させることができる。薄い圧縮応力層の形成により、表面強度が向上する。化
学強化ガラスに使用されるガラスとしては、例えば、アルミノシリケートガラス、ソーダ
ライムガラス、ボロシリケートガラス、鉛ガラス、アルカリバリウムガラス、及びアルミ
ノボロシリケートガラス等が挙げられる。
【００３５】
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　化学的イオン交換処理は、上記ガラスを融点以上に加熱したイオン置換溶液に浸漬又は
ペースト状のイオン置換溶液をガラスに直接塗布することで行うことができる。イオン置
換溶液としては、硝酸カリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、リン酸カリウム、硫
酸カリウム及び水酸化カリウムベースのもの等が挙げられる。中でも、硝酸カリウム（３
３０℃）は、ガラスの融点（通常５００℃～６００℃）よりも融点が低く、取り扱いが容
易であることから好適である。
【００３６】
　化学的イオン交換処理の前にエッチング処理を行い、ガラスの薄膜化を行ってもよい。
エッチング処理は、化学処理溶液としてフッ酸又はこれとフッ化アンモニウム水溶液及び
有機酸、例えば、ギ酸、酢酸、プロピオン酸等とを混合したものを用いて行うこともでき
る。これらを使用して、噴射、ディッピング等によりエッチングを行うことができる。エ
ッチング処理は、エッチングガスとしてフッ素を含んだ不活性ガス、例えば、ＣＦ４、Ｃ

３Ｆ８、Ｃ２Ｆ６、ＸｅＦ２等を少なくとも１種含むＨｅガス又はＡｒガスを用いて行っ
てもよい。具体的には、Ｈｅガス又はＡｒガスで希釈したフッ素を含む不活性ガスを大気
圧下でプラズマ化し、フッ化炭素からフッ素を遊離させることでエッチングを行うことが
できる。
【００３７】
　フレキシブル積層体１００に使用されるガラス板の厚さは、例えば、１０～１００μｍ
、好ましくは２０～８０μｍ、より好ましくは３０～６０μｍである。ガラス板の厚さが
１０μｍ以上である場合には、フレキシブル積層体１００の耐衝撃性を高めるとともに、
ガラス板の破断を生じにくくすることができる。ガラス板の厚さが１００μｍ以下である
場合には、フレキシブル積層体の可撓性（フレキシビリティ）を高めることができる。
【００３８】
〔タッチセンサー層〕
　フレキシブル積層体１００のタッチセンサー層３０は、上部全体又は下部全体の少なく
とも一方に積層されたガラス板２０を有する（図１）。ガラス板２０とタッチセンサー層
３０とは、粘接着剤層を介して貼合される。タッチセンサー層３０は、粘接着剤層を介さ
ず、ガラス板２０に直接形成されてもよい。ガラス板２０は、紫外線硬化型接着剤層を介
して、タッチセンサー層３０に貼合されることが好ましい。該ガラス板が貼合されたタッ
チセンサー層は、粘接着剤層（非表示）を介して、ウィンドウフィルム１０又は偏光板４
０の少なくとも一方にさらに貼合される。タッチセンサー層３０は、透明導電層を有する
。
【００３９】
　タッチセンサー層の検出方式としては、ウィンドウフィルム上でタッチされた位置を検
出することができるものであれば、特に限定されることはなく、例えば、静電容量方式、
抵抗膜方式、光センサー方式、超音方式、電磁誘導結合方式、表面弾性波方式等の中から
適宜選択することができる。中でも低コスト、迅速な応答、薄膜化の観点から、静電容量
方式が好適である。
【００４０】
　静電容量方式の場合、タッチセンサー層は、例えば、基材と、基材上に形成された位置
検出用の透明導電層と、タッチ位置検知回路と、により構成される。ウィンドウフィルム
表面がタッチされると、タッチされた点で人体の静電容量を介して透明導電層が接地され
、タッチ位置検知回路が透明導電層の接地を検知することで、タッチ位置を検出すること
ができる。
【００４１】
　タッチセンサー層の透明導電層としては、ＩＴＯ（酸化インジウム・スズ）が好適に用
いられる。無色透明で導電性に優れ、その他成膜性等に優れるものであれば、他の金属酸
化物の層からなるもので構成してもよい。透明導電層は、タッチセンサー層が積層体に使
用された際、視認されないように形成されることが好ましい。
【００４２】
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　タッチセンサー層は分離層を有していてもよい。分離層は、タッチセンサー層３０の製
造過程において、透明導電層を基材から分離しやすくする機能を有する層であることがで
きる。例えば、基材上にシリコーン酸化物等の無機物層あるいは（メタ）アクリル系樹脂
組成物、エポキシ系樹脂組成物、ポリイミド系樹脂組成物等の有機物層で形成されて、基
材から透明導電層とともに分離されることができる。
【００４３】
　タッチセンサー層は分離層に加えて又は分離層に代えて、少なくとも１層の保護層をさ
らに含んでもよい。保護層は、透明導電層に接して透明導電層を支持するために設けるこ
とができる。分離層と同様、基材上に形成され、基材と透明導電層との間に位置する層と
なる。保護層は、有機絶縁膜又は無機絶縁膜の少なくともいずれかを含み、これらの膜は
、スピンコート法、スパッタリング法、蒸着法等により形成することができる。
【００４４】
　タッチセンサー層は、以下の方法で製造することができる。基材上に分離層を形成し、
要すれば、分離層上にさらに保護層を形成する。分離層又は保護層上に、フォトリソグラ
フィによりパターン化された透明導電層を形成し、透明導電層上に、剥離可能な保護フィ
ルムを積層して基材を分離する。分離層にも同様にして剥離可能な保護フィルムを積層し
、タッチセンサー層を得ることができる。タッチセンサー層は、さらに別の樹脂フィルム
へ転写して、樹脂フィルムとともにフレキシブル積層体に組み込まれてもよい。タッチセ
ンサー層は、樹脂フィルムを有さない形態でフレキシブル積層体に組み込まれてもよい。
【００４５】
　タッチセンサー層の厚さは、例えば、５～１００μｍ、好ましくは５～５０μｍ、より
好ましくは６～３０μｍであり、６～１５μｍであってもよい。タッチセンサー層の厚さ
が５μｍ以上である場合には、フレキシブル積層体の耐衝撃性を高めることができ、１０
０μｍ以下である場合には、フレキシブル積層体の屈曲性を高めることができる。
【００４６】
〔偏光板〕
　フレキシブル積層体１００の偏光板４０は、粘接着剤層を介して、上部全体にガラス板
２０が積層されたタッチセンサー層３０に貼合され（図１Ａ）、又は下部全体にガラス板
２０が積層されたタッチセンサー層３０に貼合され（図１Ｂ）、又はウィンドウフィルム
１０と上部全体にガラス板２０が積層されたタッチセンサー層３０とに貼合され（図１Ｃ
）、又はウィンドウフィルム１０と下部全体にガラス板２０が積層されたタッチセンサー
層３０とに、貼合される（図１Ｄ）。
【００４７】
　偏光板は、ウィンドウフィルム１０にできるだけ近い位置に配置することが好ましい。
換言すれば、偏光板は、タッチセンサー層よりも視認される側（ウインドウフィルム１０
側）に配置することが好ましい。そうすることで、タッチセンサー層のパターンが見えに
くくなり、得られる表示装置の視認性が向上する。かかる観点から、図１Ａ～図１Ｄに示
した実施形態の中で、図１Ｃ及び図１Ｄのものが好ましい。
【００４８】
　偏光板４０は、直線偏光板から構成されてもよく、円偏光板から構成されてもよい。直
線偏光板としては、二色性色素を吸着させた延伸フィルム又は延伸層、又は二色性色素及
び重合性化合物を含む組成物を塗布し硬化させたフィルムを偏光子として含むフィルム等
が挙げられる。二色性色素としては、具体的には、ヨウ素や二色性の有機染料が用いられ
る。二色性有機染料には、Ｃ．Ｉ．ＤＩＲＥＣＴ　ＲＥＤ　３９等のジスアゾ化合物から
なる二色性直接染料、トリスアゾ、テトラキスアゾ等の化合物からなる二色性直接染料が
含まれる。
【００４９】
　偏光子として用いられる、二色性色素及び重合性化合物を含む組成物を塗布し硬化させ
たフィルムとしては、液晶性を有する二色性色素を含む組成物又は二色性色素と重合性液
晶とを含む組成物を塗布し硬化させて得られる層等の重合性液晶化合物の硬化物を含むフ
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ィルム等が挙げられる。二色性色素及び重合性化合物を含む組成物を塗布し硬化させたフ
ィルムは、二色性色素を吸着させた延伸フィルム又は延伸層に比べて、屈曲方向に制限が
ないため好ましい。
【００５０】
　直線偏光板は、偏光子のみから構成されてもよいし、偏光子に加えて、樹脂フィルム、
基材、配向膜、保護層をさらに含んでいてもよい。直線偏光板の厚さは、例えば、１～１
００μｍ、好ましくは５～７５μｍ、より好ましくは１０～５０μｍである。
【００５１】
　（１）延伸フィルム又は延伸層を偏光子として有する直線偏光板
　二色性色素を吸着させた延伸フィルムを偏光子として有する直線偏光板について説明す
る。偏光子である、二色性色素を吸着させた延伸フィルムは、通常、ポリビニルアルコー
ル系樹脂フィルムを一軸延伸する工程、ポリビニルアルコール系樹脂フィルムを二色性色
素で染色することにより、その二色性色素を吸着させる工程、二色性色素が吸着されたポ
リビニルアルコール系樹脂フィルムをホウ酸水溶液で処理する工程、及びホウ酸水溶液に
よる処理後に水洗する工程を経て製造することができる。かかる偏光子をそのまま直線偏
光板として用いてもよく、その片面又は両面に後述する樹脂フィルムを貼合したものを直
線偏光板として用いてもよい。
【００５２】
　偏光子の厚さは、例えば、０．１～５０μｍ、好ましくは０．５～２５μｍ、より好ま
しくは１～１０μｍである。
【００５３】
　ポリビニルアルコール系樹脂は、ポリ酢酸ビニル系樹脂をケン化することにより得られ
る。ポリ酢酸ビニル系樹脂としては、酢酸ビニルの単独重合体であるポリ酢酸ビニルのほ
か、酢酸ビニルとそれに共重合可能な他の単量体との共重合体が用いられる。酢酸ビニル
に共重合可能な他の単量体としては、例えば、不飽和カルボン酸類、オレフィン類、ビニ
ルエーテル類、不飽和スルホン酸類、アンモニウム基を有する（メタ）アクリルアミド類
等が挙げられる。
【００５４】
　ポリビニルアルコール系樹脂のケン化度は、通常８５～１００モル％であり、好ましく
は９８モル％以上である。ポリビニルアルコール系樹脂は変性されていてもよく、例えば
、アルデヒド類で変性されたポリビニルホルマールやポリビニルアセタールも使用するこ
とができる。ポリビニルアルコール系樹脂の重合度は、通常１０００～１００００であり
、好ましくは１５００～５０００である。
【００５５】
　次に、二色性色素を吸着させた延伸層を偏光子として有する直線偏光板について説明す
る。偏光子である、二色性色素を吸着させた延伸層は、通常、上記ポリビニルアルコール
系樹脂を含む塗布液を基材フィルム上に塗布する工程、得られた積層フィルムを一軸延伸
する工程、一軸延伸された積層フィルムのポリビニルアルコール系樹脂層を二色性色素で
染色することにより、その二色性色素を吸着させて偏光子とする工程、二色性色素が吸着
されたフィルムをホウ酸水溶液で処理する工程、及びホウ酸水溶液による処理後に水洗す
る工程を経て製造することができる。要すれば、基材フィルムを偏光子から剥離除去して
もよい。基材フィルムの材料及び厚さは、後述する樹脂フィルムの材料及び厚さと同様で
あってよい。
【００５６】
　延伸フィルム又は延伸層である偏光子は、その片面又は両面に樹脂フィルムが貼合され
ている形態で光学積層体に組み込まれてもよい。この樹脂フィルムは、偏光子用の保護フ
ィルム、又は位相差層として機能し得る。樹脂フィルムは、熱可塑性樹脂フィルムであっ
てもよい。樹脂フィルムは、例えば、鎖状ポリオレフィン系樹脂（ポリプロピレン系樹脂
等）、環状ポリオレフィン系樹脂（ノルボルネン系樹脂等）等のポリオレフィン系樹脂；
トリアセチルセルロース等のセルロース系樹脂；ポリエチレンテレフタレート、ポリエチ



(9) JP 2021-176144 A 2021.11.4

10

20

30

40

50

レンナフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂；ポリカーボネ
ート系樹脂；（メタ）アクリル系樹脂；又はこれらの混合物等からなるフィルムであるこ
とができる。
【００５７】
　樹脂フィルムの厚さは、偏光子を保護しつつ、屈曲性を向上させる観点から、通常１～
１００μｍであり、好ましくは５～５０μｍであり、より好ましくは１０～２５μｍであ
る。樹脂フィルムは位相差を有していても、有していなくてもよい。樹脂フィルムは、例
えば、接着剤層を用いて偏光子に貼合することができる。
【００５８】
　（２）二色性色素及び重合性化合物を含む組成物を塗布し硬化させたフィルムを偏光子
として有する直線偏光板
　二色性色素及び重合性化合物を含む組成物を塗布し硬化させたフィルムを偏光子として
有する直線偏光板について説明する。偏光子として用いられる、二色性色素及び重合性化
合物を含む組成物を塗布し硬化させたフィルムは、液晶性を有する二色性色素を含む組成
物、又は二色性色素と液晶化合物とを含む組成物を基材に塗布し硬化して得られるフィル
ム等が挙げられる。フィルムは、基材を剥離して又は基材とともに直線偏光板として用い
てもよく、又はその片面又は両面に熱可塑性樹脂フィルムを有する構成で直線偏光板とし
て用いてもよい。
【００５９】
　基材は樹脂フィルムであってよい。基材の例及び厚さは、上述の樹脂フィルムの説明に
おいて例示したものと同一であってよい。基材は、少なくとも一方の表面にハードコート
層、反射防止層、又は帯電防止層を有する樹脂フィルムであってもよい。基材は、偏光子
が形成されない側の表面のみに、ハードコート層、反射防止層、帯電防止層等が形成され
ていてもよい。基材は、偏光子が形成されている側の表面のみに、ハードコート層、反射
防止層、帯電防止層等が形成されていてもよい。
【００６０】
　樹脂フィルムとしては、上記延伸フィルム又は延伸層を偏光子として有する直線偏光板
と同一のものが挙げられる。
【００６１】
　偏光子上には、オーバーコート層を形成することもできる。オーバーコート層は、後述
の水系接着剤又は活性エネルギー線硬化型接着剤を塗布することで形成される。オーバー
コート層の厚さは、例えば０．１～１０μｍであり、好ましくは１～５μｍである。
【００６２】
　二色性色素及び重合性化合物を含む組成物を塗布し硬化させたフィルムは薄い方が好ま
しいが、薄すぎると強度が低下し、加工性に劣る傾向がある。フィルムの厚さは、例えば
、１～１００μｍ、好ましくは５～５０μｍ、より好ましくは１０～２５μｍである。
【００６３】
　二色性色素及び重合性化合物を含む組成物を塗布し硬化させたフィルムとしては、具体
的には、特開２０１３－３７３５３号公報や特開２０１３－３３２４９号公報等に記載の
ものが挙げられる。
【００６４】
　直線偏光板は、位相差層を有する円偏光であることができる。直線偏光板の吸収軸と位
相差層の遅相軸とが所定の角度となるように偏光子と位相差層とが配置された円偏光板は
、反射防止機能を発揮することができる。位相差層がλ／４板を含む場合、直線偏光板の
吸収軸とλ／４板の遅相軸とのなす角度は、４５°±１０°であることができる。直線偏
光板と、位相差層とは接着剤層や粘着剤層により貼合されていてよい。
【００６５】
〔粘接着剤層〕
　フレキシブル積層体１００において、粘接着剤層は、前記のように、視認される側に位
置するウィンドウフィルム１０と、ガラス板２０と、タッチセンサー層３０と、偏光板４
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０とを、互いに貼合する。さらに、粘接着剤層は、フレキシブル積層体１００と下部構造
５０とを貼合し、表示装置を構成することができる（図２）。
【００６６】
　粘接着剤層は、粘着剤層又は接着剤層である。なお、粘着剤とは感圧接着性を有する接
着剤をいう。
【００６７】
　粘接着剤層が粘着剤層である場合、粘着剤層は、例えば、（メタ）アクリル系、ゴム系
、ウレタン系、エステル系、シリコーン系、ポリビニルエーテル系等の樹脂を主成分とす
る粘着剤組成物で構成する。中でも、透明性、耐候性、耐熱性等に優れる（メタ）アクリ
ル系樹脂をベースポリマーとする粘着剤組成物が好ましい。粘着剤組成物は、活性エネル
ギー線硬化型、熱硬化型であってもよい。
【００６８】
　粘着剤組成物に用いられる（メタ）アクリル系樹脂（ベースポリマー）としては、例え
ば、（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸イソオ
クチル、（メタ）アクリル酸２－エチルヘキシル等の（メタ）アクリル酸エステルのうち
の１種又は２種以上をモノマーとする重合体又は共重合体が好ましく用いられる。ベース
ポリマーは、極性モノマーを共重合させることが好ましい。極性モノマーとしては、例え
ば、（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリ
ル酸ヒドロキシエチル、（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ
）アクリレート、グリシジル（メタ）アクリレート等の、カルボキシル基、水酸基、アミ
ド基、アミノ基、エポキシ基等を有するモノマーが挙げられる。
【００６９】
　粘着剤組成物は、前記ベースポリマー単独でなるものであってよいが、通常は架橋剤を
更に含む。該架橋剤としては、２価以上の金属イオンであって、カルボキシル基との間で
カルボン酸金属塩を形成するもの；ポリアミン化合物であって、カルボキシル基との間で
アミド結合を形成するもの；ポリエポキシ化合物やポリオールであって、カルボキシル基
との間でエステル結合を形成するもの；ポリイソシアネート化合物であって、カルボキシ
ル基との間でアミド結合を形成するもの等が挙げられる。中でも、ポリイソシアネート化
合物が好適である。
【００７０】
　活性エネルギー線硬化型粘着剤組成物は、紫外線や電子線のような活性エネルギー線の
照射を受けて硬化する性質を有しており、活性エネルギー線照射前においても粘接着性を
有してフィルム等の被着体に密着させることができる。活性エネルギー線の照射により硬
化して密着力の調整をすることができる。活性エネルギー線硬化型粘着剤組成物は、紫外
線硬化型であることが好ましい。活性エネルギー線硬化型粘着剤組成物は、前記のように
ベースポリマー、架橋剤に加えて、活性エネルギー線重合性化合物を含む。光重合開始剤
や光増感剤等も適宜含む。
【００７１】
　粘着剤組成物は、光散乱性を付与するための微粒子、ビーズ（樹脂ビーズ、ガラスビー
ズ等）、ガラス繊維、ベースポリマー以外の樹脂、粘接着性付与剤、充填剤（金属粉やそ
の他の無機粉末等）、酸化防止剤、紫外線吸収剤、染料、顔料、着色剤、消泡剤、腐食防
止剤、光重合開始剤等の添加剤を更に含んでもよい。
【００７２】
　粘着剤層は、粘着剤組成物の有機溶剤希釈液を基材上に塗布し、乾燥させることにより
形成することができる。活性エネルギー線硬化型粘着剤組成物を用いた場合は、形成され
た粘着剤層に、活性エネルギー線を照射することにより所望の硬化度を有する硬化物とす
ることができる。
【００７３】
　粘着剤層の厚さは、例えば、０．１～３０μｍ、好ましくは０．５～２０μｍ、より好
ましくは１～１０μｍである。
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【００７４】
　粘着剤層の貯蔵弾性率は、２５℃において、例えば０．００１～１ＭＰａであり、好ま
しくは０．０１～０．３ＭＰａであり、より好ましくは０．０５～０．１ＭＰａである。
貯蔵弾性率が０．００１ＭＰａ以上である場合には、フレキシブル積層体の耐衝撃性が向
上しやすく、１ＭＰａ以下である場合には、フレキシブル積層体の屈曲性が向上しやすい
。粘着剤層の貯蔵弾性率は、後述の実施例に記載された方法で測定することができる。
【００７５】
　粘接着剤層２０が接着剤層である場合、接着剤層は、例えば、水系接着剤又は活性エネ
ルギー線硬化型接着剤から形成することができる。
【００７６】
　水系接着剤は、ポリビニルアルコール系樹脂水溶液、水系二液型ウレタン系エマルジョ
ン接着剤組成物等が挙げられ、ポリビニルアルコール系樹脂水溶液であることが好ましい
。
【００７７】
　水系接着剤がポリビニルアルコール系樹脂を含む場合、ポリビニルアルコール系樹脂の
含有量は、水１００質量部に対して、１～１０質量部以下であることが好ましく、１～５
質量部であることがより好ましい。
【００７８】
　水系接着剤には、多価アルデヒド、水溶性エポキシ化合物、メラミン系化合物、ジルコ
ニア化合物、亜鉛化合物等が添加剤として添加されていてもよい。
【００７９】
　水系接着剤は、接着性を向上させるために、グリオキシル酸の金属塩、グリオキサール
、水溶性エポキシ樹脂等の硬化性成分及び／又は架橋剤を含むことが好ましい。グリオキ
シル酸の金属塩としては、アルカリ金属塩又はアルカリ土類金属塩であることが好ましく
、例えば、グリオキシル酸ナトリウム、グリオキシル酸カリウム、グリオキシル酸マグネ
シウム、グリオキシル酸カルシウム等が挙げられる。水溶性エポキシ樹脂としては、例え
ばジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン等のポリアルキレンポリアミンと、ア
ジピン酸等のジカルボン酸との反応で得られるポリアミドアミンに、エピクロロヒドリン
を反応させて得られるポリアミドポリアミンエポキシ樹脂を好適に用いることができる。
【００８０】
　活性エネルギー線硬化型接着剤は、活性エネルギー線硬化型の化合物を含む。活性エネ
ルギー線硬化型の化合物としては、カチオン重合性化合物又はラジカル重合性化合物が挙
げられる。カチオン重合性化合物又はラジカル重合性化合物を含む場合、接着剤層の硬度
を高める効果が期待できる。
【００８１】
　カチオン重合性化合物としては、例えばオキセタン化合物又はエポキシ化合物等が挙げ
られる。カチオン重合性化合物の含有量は、活性エネルギー線硬化性の接着剤組成物１０
０質量部に対して、１０～９９質量部であることが好ましく、４０～９９質量部であるこ
とがより好ましい。
【００８２】
　活性エネルギー線硬化型接着剤は、オキセタン化合物を、１種のみ含んでもよいし、２
種以上含んでもよい。活性エネルギー線硬化型接着剤は、エポキシ化合物を、１種のみ含
んでもよいし、２種以上含んでもよい。
【００８３】
　ラジカル重合性化合物としては、（メタ）アクリル化合物、（メタ）アクリルアミド化
合物等を挙げることができる。
【００８４】
　（メタ）アクリル化合物としては、分子内に少なくとも１個の（メタ）アクリロイルオ
キシ基を有する（メタ）アクリレートモノマー及び分子内に少なくとも２個の（メタ）ア
クリロイルオキシ基を有する（メタ）アクリレートオリゴマー等が挙げられる。これらは
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各々単独で使用してもよいし、２種以上を併用して使用してもよい。
【００８５】
　（メタ）アクリルアミド化合物としては、Ｎ－置換（メタ）アクリルアミド化合物が挙
げられる。Ｎ－置換（メタ）アクリルアミド化合物は、Ｎ－位に置換基を有する（メタ）
アクリルアミド化合物である。その置換基の典型的な例は、アルキル基である。Ｎ－位の
置換基は互いに結合して環を形成していてもよく、この環を構成する－ＣＨ２－は、酸素
原子に置換されていてもよい。さらに、その環を構成する炭素原子には、アルキル基やオ
キソ基（＝Ｏ）等の置換基が結合していてもよい。Ｎ－置換（メタ）アクリルアミドは一
般に、（メタ）アクリル酸又はその塩化物と１級又は２級アミンとの反応により製造でき
る。
【００８６】
　ラジカル重合性化合物の含有量は、活性エネルギー線硬化型接着剤１００質量部に対し
て１～７０質量部であることが好ましく、１０～６０質量部であることがより好ましい。
【００８７】
　活性エネルギー線硬化型接着剤は、ラジカル重合性化合物を、１種のみ含んでもよいし
、２種以上含んでもよい。
【００８８】
　活性エネルギー線硬化型接着剤は、カチオン重合開始剤又はラジカル重合開始剤をさら
に含むことができる。活性エネルギー線硬化型接着剤は、重合開始剤を１種のみ含んでも
よいし、２種以上含んでもよい。
【００８９】
〔フレキシブル積層体〕
　フレキシブル積層体１００は、ウィンドウフィルム１０と、ガラス板２０と、タッチセ
ンサー層３０と、偏光板４０とを、ウィンドウフィルムが視認面側に位置し、また、ガラ
ス板がタッチセンサー層３０の上部又は下部に位置するように貼合することにより、製造
することができる。これらの部材を貼合する際は、上記粘接着剤層を使用してよく、貼合
面を易接着処理してもよい。
【００９０】
　ある実施形態においては、まず、ガラス板２０とタッチセンサー層３０とを、粘接着剤
層を介して貼合し、ガラス板貼合タッチセンサー層を得る。ガラス板２０は、タッチセン
サー層３０の上部に位置させても下部に位置させてもよい。次いで、ウィンドウフィルム
１０のハードコート等で被覆されていない露出面と、偏光板４０とを、粘接着剤層を介し
て貼合する。その後、偏光板４０の露出面とガラス板貼合タッチセンサー層とを、粘接着
剤層を介して貼合する。この際、ガラス板貼合タッチセンサー層を貼り合わせる面は、ガ
ラス板側であってもタッチセンサー層側であってもよい。
【００９１】
　他の実施形態においては、ウィンドウフィルム１０のハードコート等で被覆されていな
い露出面と、ガラス板貼合タッチセンサー層とを、粘接着剤層を介して貼合する。この際
、ガラス板貼合タッチセンサー層を貼り合わせる面は、ガラス板側であってもタッチセン
サー層側であってもよい。次いで、ガラス板貼合タッチセンサー層の露出面と偏光板４０
とを、粘接着剤層を介して貼合する。
【００９２】
　フレキシブル積層体は、表示装置の視認面側を構成する層として使用することができる
。表示装置の具体例としては、例えば有機ＥＬ表示装置が挙げられる。
【００９３】
〔表示装置〕
　フレキシブル積層体１００は、下部に、表示装置の下部構造を積層することで、表示装
置２００を製造することができる。この場合、例えば、フレキシブル積層体１００の視認
される側でない露出面と、下部構造の表示面とを、上記粘接着剤層を介して貼合すればよ
い。表示装置の下部構造としては、例えば、有機ＥＬ層及び有機ＥＬパネル等を含む表示
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構造が挙げられる。
【００９４】
　フレキシブル積層体を備える表示装置は、視認される側に位置するウィンドウフィルム
を内側にして、屈曲半径３ｍｍにて１８０°屈曲させては伸ばす操作を１０万回繰り返し
行った場合に、好ましくは２０万回繰り返し行った場合に、ウィンドウフィルムに割れ又
は破断が生じない耐屈曲性を有することができる。屈曲試験の具体的な方法は、後述の実
施例に記載された方法に従う。
【実施例】
【００９５】
　以降、実施例により本発明を更に詳細に説明する。本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。本実施例中、物質を配合する割合の単位「部」は、特に断らない限り、
質量基準とする。
【００９６】
　下記項目の測定方法は、下記に従った。
（ａ）層の厚さ
　各層の厚さは、接触式膜厚測定装置（株式会社ニコン製「ＭＳ－５Ｃ」（商品名））を
用いて測定した。ただし、偏光子及び配向膜については、レーザー顕微鏡（オリンパス株
式会社製「ＯＬＳ３０００」（商品名））を用いて測定した。
【００９７】
（ｂ）貯蔵弾性率（Ｇ’）
　粘着剤層を１５０μｍになるように積み重ねて、サンプルを作製した。貯蔵弾性率（Ｇ
’）は、レオメーター（Ａｎｔｏｎ　Ｐａｒｒ社製「ＭＣＲ－３０１」（商品名））を用
いて測定した。測定条件は、温度２５℃、応力１％及び周波数１Ｈｚとした。
【００９８】
＜製造例＞
（ウィンドウフィルム１０の作製）
　特開２０１８－１１９１４１号公報の実施例４に従って作製した透明基材フィルム（ポ
リアミドイミドフィルム、厚さ４０μｍ）の一方の面に、以下のハードコート層用組成物
をコーティングした後、溶剤を乾燥させ、紫外線硬化することで、基材フィルムの片面に
厚さ１０μｍのハードコート層が形成されたウィンドウフィルム１０（厚さ５０μｍ）を
作製した。ハードコート層形成用組成物：多機能アクリレート（ＭＩＷＯＮスペシャルテ
ィーケミカル社製「ＭＩＲＡＭＥＲ　Ｍ３４０」（商品名））３０部、プロピレングリコ
ールモノメチルエーテルに分散したナノシリカゾル（粒子径１２ｎｍ、固形分４０％）５
０部、エチルアセテート１７部、光重合開始剤（ＢＡＳＦ社製「Ｉ１８４」（商品名））
２．７部、フッ素系添加剤（信越化学工業株式会社製「ＫＹ１２０３」（商品名））０．
３部を、撹拌機を利用して配合し、ポリプロピレン（ＰＰ）材質のフィルターを用いて濾
過することにより調製した。
【００９９】
（ガラス板２０の作製）
　ガラス板（ＳＣＨＯＴＴ社製「ＡＳ８７－ｅｃｏ」（商品名）、厚さ１００μｍ）をエ
ッチング処理した後、化学強化処理をし、ガラス板２０（厚さ５０μｍ）を作製した。
【０１００】
（タッチセンサー層３０の作製）
　ガラス基板上に、分離層、保護層、透明導電層を順に形成した。透明導電層は、フォト
リソグラフィによりパターン化した。分離層は、アクリル系樹脂の硬化層であり、厚さが
０．５μｍである。保護層は、アクリル系樹脂の硬化層であり、厚さが３μｍである。透
明導電層は、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）層を有し、表面が絶縁層で被覆されている
。ＩＴＯ層の厚さは、０．１μｍである。絶縁層は、特開２０１６－１４８７７号公報の
実施例３に記載された感光性樹脂組成物の硬化物であり、厚さが２μｍである。分離層、
保護層、及び透明導電層からなるタッチセンサー層３０をガラス基板から剥離して、フレ
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キシブル積層体の作製に用いた。
【０１０１】
（偏光板４０の作製）
　厚さ２５μｍのトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フィルムに光配向膜を形成した。該
光配向膜上に、二色性色素と重合性液晶化合物とを含む組成物を塗布し、配向・硬化させ
て厚さ２μｍの偏光子を作製した。該偏光子上に、アクリル系樹脂組成物をさらに塗布し
、紫外線を照射し硬化させて、厚さ２μｍのオーバーコート層を形成した。該オーバーコ
ート層上に、厚さが５μｍのアクリル系粘着剤層を介して、液晶化合物が重合して硬化し
た層を含む位相差層を貼合した。位相差層の層構成は、液晶化合物が硬化した層及び配向
膜からなるλ／４板（厚さ２μｍ）／紫外線硬化型接着剤層（厚さ２μｍ）／液晶化合物
が硬化した層及び配向膜からなるポジティブＣプレート（厚さ３μｍ）、であった。なお
、位相差層は、偏光子側から、λ／４板、ポジティブＣプレートの順となるように貼合し
た。λ／４の遅相軸と、偏光子の吸収軸とのなす角度は、４５°であった。このようにし
て、偏光板４０を作製した。偏光板４０は、円偏光板であった。
【０１０２】
（粘着剤層の作製）
　下記成分を、窒素雰囲気下で撹拌しながら５５℃で反応させることによりアクリル樹脂
を調製した。アクリル酸ブチル：７０部、アクリル酸メチル：２０部、アクリル酸：１．
０部、ラジカル重合開始剤（２，２’－アゾビスイソブチロニトリル）：０．２部、溶剤
（酢酸エチル）：８０部。得られたアクリル樹脂に、架橋剤（東ソー株式会社製「コロネ
ートＬ」（商品名））０．３部、シランカップリング剤（信越化学工業株式会社製「Ｘ－
１２－９８１」（商品名））０．５部を混合し、全固形分濃度が１０％になるように酢酸
エチルを添加して、粘着剤組成物を調製した。得られた粘着剤組成物を離型処理されたポ
リエチレンテレフタレートフィルム（剥離フィルムＢ、厚さ３８μｍ）の離型処理面に、
アプリケーターを利用して乾燥後の厚さが２５μｍになるように塗布した。塗布層を１０
０℃で１分間乾燥して、粘着剤層を有するフィルムを得た。その後、粘着剤層の露出面上
に、離型処理された別のポリエチレンテレフタレートフィルム（剥離フィルムＡ、厚さ３
８μｍ）を貼合した。その後、温度２３℃、相対湿度５０％ＲＨの条件で７日間養生した
。このようにして、剥離フィルムＡ／粘着剤層／剥離フィルムＢからなる粘接着剤層を作
製した。粘着剤層の２５℃における貯蔵弾性率は、０．０５ＭＰａであった。剥離フィル
ムは、フレキシブル積層体を作製する際には、適宜剥離した。
【０１０３】
（下部構造５０の作製）
　有色ポリイミドフィルム（宇部興産株式会社製「ＵＰＩＬＥＸ‐３５Ｓ」（商品名）、
厚さ３５μｍ）の一方の面に前記粘着剤層（厚さ２５μｍ）を介して有色ポリイミドフィ
ルム（厚さ５０μｍ）を積層し、フレキシブル積層体１００に接続する下部構造５０（厚
さ１１０μｍ）を作製した。これを表示装置下部構造の代用品とした。
【０１０４】
＜実施例及び比較例＞
　まず、ガラス板２０の両面にコロナ処理を行い、そのうちの一面とタッチセンサー層３
０とガラス板とを、紫外線硬化型接着剤層（日東電工株式会社製「ＮＴ－ＵＶ」シリーズ
、「ＮＴ－０１ＵＶ」（商品名）、厚さ１．５μｍ以下）を介して貼合した。ウィンドウ
フィルム１０の透明基材フィルム面と、偏光板４０の両面と、粘着剤層の両面とに、コロ
ナ処理を行った。この後、以下に説明する順に、これらを粘着剤層を介して積層、貼合す
ることで、フレキシブル積層体１００を作製した。
【０１０５】
＜実施例１＞
　ウィンドウフィルム１０と、上部全体にガラス板２０が積層されたタッチセンサー層３
０と、偏光板４０とを、視認される側からこの順に積層して、フレキシブル積層体１００
を作製した（図１Ａ）。
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【０１０６】
＜実施例２＞
　ウィンドウフィルム１０と、下部全体にガラス板２０が積層されたタッチセンサー層３
０と、偏光板４０とを、視認される側からこの順に積層して、フレキシブル積層体１００
を作製した（図１Ｂ）。
【０１０７】
＜実施例３＞
　ウィンドウフィルム１０と、偏光板４０と、上部全体にガラス板２０が積層されたタッ
チセンサー層３０とを、視認される側からこの順に積層して、フレキシブル積層体１００
を作製した（図１Ｃ）。
【０１０８】
＜実施例４＞
　ウィンドウフィルム１０と、偏光板４０と、下部全体にガラス板２０が積層されたタッ
チセンサー層３０とを、視認される側からこの順に積層して、フレキシブル積層体１００
を作製した（図１Ｄ）。
【０１０９】
＜比較例１＞
　ウィンドウフィルム１０と、偏光板４０と、タッチセンサー層３０とを、視認される側
からこの順に積層して、積層体を作製した（図示していない）。
【０１１０】
＜比較例２＞
　ガラス板２０と、偏光板４０と、タッチセンサー層３０とを、視認される側からこの順
に積層して、積層体を作製した（図示していない）。
【０１１１】
＜耐衝撃性試験＞
　定盤の上に、下部構造５０、感圧紙（Ｆｕｊｉ　Ｉｍａｇｅ　Ｔｅｃｈ社製、ＨＳ　Ｇ
ｒａｄｅ）、及び実施例又は比較例で作製したフレキシブル積層体をこの順に重ねて、積
層体を作製した。
【０１１２】
　定盤から１００ｍｍの高さの位置で、ペン先が下方を向くようにペンを固定し、ペンが
落下中傾かないように、やや大きめの管の中でペンを積層体の視認される側へ向けて落下
させた。結果を以下の基準で評価した。
【０１１３】
　◎：底面圧力が７２ＭＰａ未満、
　〇：底面圧力が７２ＭＰａ以上、７５ＭＰａ未満、
　△：底面圧力が７５ＭＰａ以上、８０ＭＰａ未満、
　×：底面圧力が８０ＭＰａ以上。
【０１１４】
＜底面圧力の測定＞
　耐衝撃試験を終えた後、感圧紙（Ｆｕｊｉ　Ｉｍａｇｅ　Ｔｅｃｈ社製、ＨＳ　Ｇｒａ
ｄｅ）をスキャナー（ＥＰＳＯＮ社製「Ｖ３５０」（商品名））でプログラム（ＦＰＤ－
８０１０Ｅ）を使用して、スキャンした。ＨＳ　Ｇｒａｄｅの感圧紙の圧力測定範囲は５
０ＭＰａ～１３０ＭＰａであり、積層体に対する衝撃圧力（測定可能範囲：６０～１００
ＭＰａ）を測定するのに適する。数値は、円形の圧力範囲で一番高く確認された値を基準
とした。測定は、積層体を作製した後、１日が経過した後に行った。
【０１１５】
＜屈曲試験＞
　下部構造５０及びフレキシブル積層体にコロナ処理（条件：周波数２０Ｈｚ、出力８．
６ｋＷ、処理速度６．８ｍ／分）を行った後、粘着剤層を介して互いに積層し、積層体を
作製した。得られた積層体について屈曲試験を行った。屈曲試験は、常温、屈曲半径３ｍ
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ｍ、インフォールド方式の条件の下で行った。即ち、得られた積層体を屈曲試験機（ＣＯ
ＶＯＴＥＣ社製「ＣＦＴ－７２０Ｃ」（製品名）に平坦な状態（屈曲していない状態）で
設置し、ウィンドウフィルム側が内側となるよう（インフォールド方式）を１８０°屈曲
させ、その後、元の平坦な状態に戻した。屈曲半径は、３ｍｍとした。
【０１１６】
　屈曲させて平坦に戻す操作を１回行ったことを屈曲回数１回と数え、この動作を繰り返
し行った。屈曲速度は１秒で１回屈曲（６０ｒｐｍ）とした。屈曲操作で屈曲した領域に
おいてガラス板にクラック又は破断が生じたときの屈曲回数を、限界屈曲回数として記録
し、下記の基準に従って評価した。
【０１１７】
　◎：限界屈曲回数が２０万回以上、
　〇：限界屈曲回数が１０万回以上、２０万回未満、
　△：限界屈曲回数が１万回以上、１０万回未満、
　×：限界屈曲回数が１万回未満。
【０１１８】
＜視認性の評価＞
　積層体の表面を観察し、タッチセンサー層３０のパターンが肉眼で見えるか否かに基づ
いて、積層体の視認性を評価した。結果を表１に示す。
【０１１９】
　◎：タッチセンサー層３０のパターンが肉眼で見えない場合、
　〇：タッチセンサー層３０のパターンが肉眼でかすかに見える場合。
【０１２０】
【表１】

【０１２１】
　表１より、本発明の視認される側に位置するウィンドウフィルムと、偏光板と、タッチ
センサー層とを、有するフレキシブル積層体であって、更に、該タッチセンサー層に積層
された、厚さが１０～１００μｍであるガラス板を有する、フレキシブル積層体１００を
用いた積層体では、下部構造５０の底面に加わる圧力が小さく、フレキシブル積層体１０
０が優れた衝撃緩和効果を示すことが分かる（実施例１～４）。また、その効果は、ガラ
ス板２０が積層されたタッチセンサー層３０が、積層体の下部に配置されているものでよ
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【０１２２】
　本発明の積層体は、上記耐衝撃性試験の結果に加え、屈曲性試験及び視認性試験の結果
も併せて良好である。本発明のフレキシブル積層体は、表示装置用フレキシブル積層体と
しての性能要求を満たすものである。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０…ウィンドウフィルム、
　２０…ガラス板、
　３０…タッチセンサー層、
　４０…偏光板、
　５０…下部構造、
　１００…フレキシブル積層体、
　２００…表示装置。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図２】
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